様式第８号
誓約書
今般、土庄町の公有財産売却に当たり、以下の事項に相違ない旨確約の上、町有地公募売却条件付一般競争入札実施要領及び土庄町における入札、契約などに係る諸規定を厳守します。もし、これに違反するようなことが生じた場合には、直ちに土庄町の指示に従い、当該執行機関に損害が発生した時は補償その他一切の責任をとることはもちろん、土庄町に対し一切異議、苦情などは申しません。

１．私は、次に掲げる者のいずれにも該当しません。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者
（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事する土庄町職員
（３）町税その他の町に対する債務を正当な理由なく滞納している者
（４）普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
（５）土庄町有財産の売払い等における暴力団等の排除に関する要綱（平成２３年土庄町告示第３８号）第２条各号のいずれかに該当する者
（６）普通財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者
（７）（５）に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
２．私は、今般の公有財産売却に係る次の諸条件について遅滞なく履行することを確約します。
（１）売買物件を一括で購入すること。
（２）隣接土地との適切な管理を心がけること。
（３）売買物件を、法人の事業所の用地として使用し、所有権移転登記の完了後２年以内に当該事業に供する建物の建設を完了すること。（倉庫、駐車場といった従業員が常時業務に従事しない用途の場合は除く）
（４）隣接する渕崎公民館の上水道給水管は本物件内敷地の地下に敷設されているため、本物件土地を迂回して接続する工事（上記上水道給水管の廃止も含む。）を買受者の負担で実施し、町に寄付すること。
（５）事業所の開設後３年以内に１人以上雇用できるよう人材募集に取り組むこと。
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